
明けましておめでとうございます。

年も改まり、令和７年の正月を無事に迎

えられました。事件事故の発生が、少しで

も無くなるように街頭活動に励みます。ど

うか皆さんもご協力ください。
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令和６年１２月４日午後３時２０分頃、

鳥栖市古野町の交差点で高齢歩行者と軽自

車との交通事故が発生し、歩行者の方が亡

くなられています。昨年も１２月中旬に鳥

栖市内で１名の高齢者の死亡事故が発生し

ました。年末年始には、事故が起きやすい

のでくれぐれも気をつけて下さい。

★ 110番は、警察への最も早い緊急通報手段です！

佐賀県内の110番通報は、佐賀県警察本部通信指令

課通信指令室につながります。通信指令室では、110

番通報を受けると、現場を受け持つ警察署や近くのパ

トカー等に指令して、現場へ警察官を急行させます。

★ 110番通報のポイント！

110番通報をされると、警察官が

｢110番警察です。事件ですか？ 事故ですか？」

と尋ね、続けて

● 何がありましたか？

● どこでありましたか？

● いつごろのことですか？

● けがはないですか？

● 犯人はどんな人ですか？

等の質問をひとつずつ順番に聞いていきます。

★ 緊急時の１１０番は事件・事
故の緊急専用ダイヤルです！
緊急以外の用件で、110番通報され

ると、緊急通報する人の受付ができな
くなる場合があります。緊急以外の相
談などの連絡先は、
● 警察相談ダイヤル

＃９１１０
● 鳥栖警察署

０９４２（８３）２１３１
です。
★ バック等に入れてる際の１１０
番の誤発信にも気をつけて下さい。
聴覚や言語機能障害者方の為にスマ
ホアプリや電子メール、ファクシミ
リによる１１０番も受け付けていま
す。詳しくは、佐賀県警察ホームペ
ージ『１１０番通報』を確認下さい。

11月15日から、狩猟シーズンに入っています。
昨年、県内での事故の発生はなかったものの、全
国では10件発生しました。
ハンターの皆さんは、ルールとマナーを守って正

しい狩猟を行うよう心がけ、事故の防止に努めて下
さい。レジャー等で山に入られる方は、銃声のする
方向には近づかないようにして下さい。

◎交通事故を１件でも無くしましょう！
朝は急がず慌てず、時間にゆとりを持
って、夕方は身体の疲れを意識して休
憩をとる等事故防止に努めましょう！

広 報 み ね


